
  事 務 連 絡 

令 和 ４ 年 ８ 月 ９ 日 

各都道府県医療勤務環境改善ご担当者様 

厚生労働省医政局医事課 

医師等医療従事者働き方改革推進室 

令和４年度地域医療介護総合確保基金（事業区分６）の追加募集等について 

平素より厚生労働行政の推進にご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記基金につきましては、各都道府県に対し８月５日付けで内示を行ったところで

すが、この度、事業区分６（勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事

業）につきまして、追加募集を行うこととなりましたのでご連絡いたします。 

ついては、事業区分６における主な活用事例を以下にお示しいたしますのでご参考

としていただくとともに、既内示分の医療機関の積み増し要望についての留意事項も

ご確認の上、可能な限り多くの医療機関で活用頂けるよう、追加募集のご案内と併せ

て管下医療機関への周知をお願いします。 

また、各都道府県基金担当者様には、８月９日付けで追加募集依頼をしており、調

査票等の提出期限を令和４年 10月 28日（金）としておりますので、ご留意いただき

ますようお願いします。 

＜事業区分６の主な活用事例＞ 

○勤怠管理システム（タイムカード等）の導入・連携等に係る整備費

○医師の勤務時間短縮に繋がる ICT機器の整備費

○業務効率化や勤務環境改善のためのコンサルタント経費

○休憩室改修等の環境整備費

○タスク・シフト／シェアにかかる経費

・医師事務作業補助者及び看護補助者（診療報酬の加算とならない範囲）の

確保経費

・「臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布につい 

て」（令和 3年 7月 9日医政発第 0709第 7号厚生労働省医政局長通知）に基 

づき各職能（診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士）団体が実施す 

る研修受講料等 
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＜留意事項＞ 

８月５日の内示後の事業規模等の変更により、既内示分の事業の積み増しにつ 

いては、既内示分と追加募集分を合わせて「１床当たり標準単価 133千円」まで 

を上限とし要望することは可とします。ただし、既内示分時点で「１床当たり 

133千円」の補助基準額の上限に達している医療機関については積み増しを不可 

とします。 

   なお、１床当たり標準単価を 266千円までとする措置は、令和３年度限りのた 

め、今回の積み増しについては該当しない。 

  〈例〉 

   既内示分時点で、１床当たり 100千円×最大使用病床数で要望申請。 

追加募集分では、「１床当たり標準単価 133千円」の上限に達する、残りの１ 

  床当たり 33千円までが申請可能。 

（既内示分で、「１床当たり標準単価 133千円」で要望申請している場合は、積 

み増し不可。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜照会先＞ 

（事業区分６に関すること） 
  厚生労働省医政局医事課 

医師等医療従事者働き方改革推進室 
担当者：小川（内線 4415） 
代表 03-5253-1111 
直通 03-3595-2196 
E-mail: hatarakikata1@mhlw.go.jp 


